
 

大和市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月２９日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市条例第１２号 

大和市都市公園条例の一部を改正する条例 

大和市都市公園条例（昭和４５年大和市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第４条の見出し中「建築面積割合」を「設置基準」に改め、同条本文を次のように改

める。 

法第４条第１項に規定する条例で定める割合は、１００分の２とする。 

第４条に次の１項を加える。 

２ 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）第８条に規定する条例で定める割

合は、１００分の５０とする。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


